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平成２８年度第２２回庁議提案 審議・報告・その他 

                     提 出 日：平成２９年２月１５日 

                     担当部・課：健康部保険年金課〔内線２３３２〕 

①件  名  

 東日本大震災により被災した国民健康保険被保険者に係る一部負担金免除措置の継続について 

②施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

東日本大震災から６年が経過しようとしており、各種復旧・復興事業が進む一方で、いまだに多

くの方々が、仮設住宅等での生活を余儀なくされている現状にあり、一日も早い自立再建に踏み出

していただくことが最大の課題となっているが、避難生活の長期化は、ストレスの増加や生活不活

発状態等による生活習慣病の重症化が危惧される。 

【目的】 

自立再建に踏み出していただくためには、生活再建を支える健康維持が大切であることから、医

療機会の確保と経済的負担の軽減を図るため、医療費の一部負担金免除措置を継続するもの。 

③根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号） 

 東日本大震災に伴う石巻市国民健康保険一部負担金等の免除に関する要綱 

（平２３年石巻市告示第１４３号） 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】  

④提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

平成２３年３月から平成２４年９月まで（国 １０／１０） 

      対象者 ・半壊以上 

・主たる生計維持者が死亡、行方不明 

・主たる生計維持者が事業の休廃止、失業 

平成２４年１０月から平成２５年３月まで（国 ８／１０、県 ２／１０） 

      対象者 ・半壊以上 

・主たる生計維持者が死亡、行方不明 

・主たる生計維持者が事業の休廃止、失業 

平成２５年４月から平成２６年３月まで未実施 

平成２６年４月から平成２８年３月まで 

（国 ８／１０ 、 被災３県に対する追加財政支援充当 ２／１０）） 

      対象者 ・大規模半壊以上、かつ住民税非課税 

          ・主たる生計維持者が死亡又は行方不明、かつ住民税非課税 

平成２８年４月から平成２９年３月まで（国 ８／１０、市（国保財政調整基金） ２／１０） 

対象者 ・大規模半壊以上、かつ住民税非課税 

          ・主たる生計維持者が死亡又は行方不明、かつ住民税非課税 

⑤主な内容 

 東日本大震災の被災者に係る医療費一部負担金の免除措置を継続する。 

１ 免除対象者  ①大規模半壊以上、かつ住民税非課税世帯 

         ②主たる生計維持者の死亡又は行方不明の世帯であった者、かつ住民税非課税

世帯 

           （平成２８年度と同じ） 

２ 免 除 期 間  平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日 
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⑥実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

【効果】 

 被災者の医療機会の確保と経済的負担の軽減が図られ、健康維持が期待される。 

【影響】 

１ 免除対象見込者数  約６，０００人（国保被保険者の約１６％） 

２ 一部負担金免除実施に伴う財政収支見込額 

区  分 金 額 

① 免除見込額      約 760,000 千円 

② 国調整交付金（8/10） 約 600,000 千円 

①－② 市国保負担額   約 160,000 千円 

※市国保負担分については、国保財政調整基金を充てる 

⑦他の自治体の政策との比較検討 

 

平成２８年度実施している県内市町の状況 

 平成２８年度 平成２９年度 

塩釜市 実施 検討中 

気仙沼市 〃 実施を表明 

名取市 〃 検討中 

多賀城市 〃 実施を表明 

東松島市 〃 検討中 

松島町 〃 検討中 

七ヶ浜町 〃 検討中 

女川町 〃 検討中 

※平成２８年度は、上記市町以外実施していない。 

 

⑧今後の予定及び施行予定年月日 

平成２９年３月 東日本大震災に伴う石巻市国民健康保険一部負担金等の免除に関する要綱の一部

改正（施行期日：平成２９年４月１日） 

⑨その他 

  

  

 

 

 

 

 

 


